
（件名）　東北自動車道　思川橋耐震補強工事

質問書№ 質問箇所 質　問　事　項 回　　　　答

1

金抜設計書 番号５５～７２
支承取替工

金抜設計書 番号７６
　構造物等取壊し工
　　コンクリート構造物取壊し
（Ｔｙｐｅ Ｂ）

既設支承台座コンクリートのＷＪ工法によるはつり処理の歩掛りにつ
いて、機械器具費の構成で１SET（パーティー）当り1台の超高圧水発
生装置を想定していますが、このような考えでよろしいでしょうか。
ご教示願います。

貴社の積算に関する質問にはお答えできませんので、施工計画に基づき必要な費用を
計上してください。

2
特記仕様書
２５－２０ 上部工補強工

上部工補強工　支承補強　垂直補強材の中にソールプレートの重量が
計算されていますが、特記仕様書２５－９－２ 支承取替工の作業内
容にも新設ソールプレートの製作があります。この２つのソールプ
レートは同一のものと考えてよろしいでしょうか。
その場合、ソールプレートの製作費は①支承取替工、②上部補強工の
どちらの単価表に計上すればよろしいでしょうか。ご教示願います。

現在確認中ですので、確認でき次第お知らせいたします。

3
特記仕様書
２５－２０ 上部工補強工

上部工補強工　支承補強　垂直補強材のソールプレートの単価算出に
ついて、
①ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.１５－２及びＰ.１５－１６による積上げ
②ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.３１－３０による積上げ
③見積単価採用
のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合は単価の算出
方法をご教示願います。

ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.１５－１５の適用を想定しています。

4
特記仕様書
２５－２０ 上部工補強工

上部工補強工　支承補強　垂直補強材の中にソールプレート以外の鋼
材材料の単価算出について、
①ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.１５－２及びＰ.１５－１６による積上げ
②ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.３１－３０による積上げ
③見積単価採用
のどちらをお考えでしょうか。どちらも該当しない場合は単価の算出
方法をご教示願います。

ＮＥＸＣＯ積算基準書Ｐ.１５－１５の適用を想定しています。

質問書に対する回答


